
災害対策基本法改正の概要

群馬県 危機管理課 避難対策係

群馬県 健康福祉課 地域福祉推進室 地域福祉係
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避難行動要支援者

避難行動要支援者 ＝ 災害発生時に自ら避難することが困難で、円滑・

迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者
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避難行動要支援者名簿 ＝
市町村が作成する

避難行動要支援者の名簿

１．災害対策基本法等の改正

（１）個別避難計画作成の努力義務化



避難行動要支援者具体例
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① 要介護度認定３～５を受けている者

② 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体

障害者（心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く）

③ 療育手帳Ａを所持する知的障害者

④ 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者

⑤ 市の生活支援を受けている難病患者

⑥ 上記以外で自治会が支援の必要を認めた者 など

１．災害対策基本法等の改正

（１）個別避難計画作成の努力義務化



個別避難計画
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個別避難計画 ＝ 避難行動要支援者名簿の避難行動要支援者

一人一人に合わせた避難支援等に関する計画

市町村の個別避難計画作成の努力義務化

災害対策基本法改正（令和３年５月）

１．災害対策基本法等の改正

（１）個別避難計画作成の努力義務化



改正の背景
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近年の災害における高齢者の死者の割合

・ 平成30年７月豪雨 ･･･約80％

・ 令和元年台風第19号 ･･･約65％

・ 令和２年７月豪雨 ･･･約79％

１．災害対策基本法等の改正

（１）個別避難計画作成の努力義務化



個別避難計画様式例
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１．災害対策基本法等の改正

（１）個別避難計画作成の努力義務化



指定福祉避難所の指定及び受入対象者の公示
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１．災害対策基本法等の改正

（２）指定福祉避難所の指定及び受入対象者の公示

災害対策基本法施行規則改正（令和３年５月）

① 指定福祉避難所の指定

② 指定福祉避難所で受け入れる被災者を特定する場合

は、その旨の公示



指定福祉避難所の公示内容（例）
9

１．災害対策基本法等の改正

（２）指定福祉避難所の指定及び受入対象者の公示



指定福祉避難所の公示内容
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１．災害対策基本法等の改正

（２）指定福祉避難所の指定及び受入対象者の公示



規則改正の意義
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◆ 福祉・医療の専門的ケアや設備を必要とする被災者だけの

受入れの専念

◆ 災害時に備えた人的物的体制の整備が図りやすい

◆ 指定福祉避難所への直接避難促進（個別避難計画と連動）

１．災害対策基本法等の改正

（２）指定福祉避難所の指定及び受入対象者の公示
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防災・福祉分野
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防災 福祉

災害時の要配慮者対策＝個別避難計画

２．個別避難計画の作成における留意点

（１）防災・福祉の連携



庁内・庁外の関係者（例）
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庁内

◆ 防災部局

－ 危機管理課

◆ 保健福祉部局

－ 地域福祉推進室

－ 介護高齢課

－ 障害政策課

－ 感染症・がん疾病対策課

（難病）

※群馬県庁の部署名による例示

庁外

◆ 自主防災組織

◆ 町内会・自治会

◆ 民生委員

◆ 介護支援専門員

◆ 相談支援専門員

◆ 医師会

◆ 社会福祉協議会

◆ 各種事業者、団体

２．個別避難計画の作成における留意点

（１）防災・福祉の連携



介護支援専門員・相談支援専門員
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① 日頃からケアプラン等の作成を通じて、避難行動要支援者本人の状況

等をよく把握しており、信頼関係も期待できる

② ケアプラン作成等に合わせて個別避難計画を作成することが効果的

③ 災害時のケア継続にも役立つ

⇒ 介護支援専門員（ケアマネージャー）、相談支援専門員

が個別避難計画策定に参画することは極めて重要

２．個別避難計画の作成における留意点

（１）防災・福祉の連携



優先度が高いと判断する者について改正法施行（R3.5）後

５年程度で個別避難計画を作成

優先度

・ 地域のハザード状況（浸水、土砂、火山等）

・ 本人の心身状況，情報取得や判断能力

・ 独居、社会的孤立状況
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２．個別避難計画の作成における留意点

（２）優先度を踏まえた個別避難計画作成



① 市町村が優先的に支援する計画づくりと並行して、

② 本人・家族・地域において防災活動を行う自主防災組織

等が記入する計画づくりを進めることが適当

市町村作成と本人・家族・地域作成
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２．個別避難計画の作成における留意点

（２）優先度を踏まえた個別避難計画作成



関連する法令・指針等

◆ 災害対策基本法（改正法：令和３年５月20日施行）

◆ 災害対策基本法施行規則
（災害対策基本法施行規則の一部を改正する内閣府令：令和３年５月20日施行）

◆ 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針

（内閣府（防災担当）、令和３年５月改定）

◆ 福祉避難所の確保・運営ガイドライン

（内閣府（防災担当）、令和３年５月改定）
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地域共生社会とは
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※ 厚生労働省資料の抜粋

社会福祉法に規定される地域福祉推進の理念（イメージ）

３．地域共生社会の推進に係る取組と個別避難計画の作成



地域共生社会の推進と災害支援体制
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・ 地域共生社会の実現に向けた取組として、本年４月から「重層的支援体制整備事業」が創設された。

・ 相談支援や社会への参加支援だけでなく、それらを通じた地域づくりにも取り組むものとなっている。

・ 平時から地域づくりを進める中で、災害時の支援体制を構築することも想定される。

※ 厚生労働省資料の抜粋

３．地域共生社会の推進に係る取組と個別避難計画の作成


